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１. 一般 
 この実施要領は、日本ウォータージェット施工協会が実施する「ウォータージェット施工管理技
士」の資格認定に係る資格認定試験の受験について案内するものです。 
(１) 資格【ウォータージェット施工管理技士】について 

 当協会の望むウォータージェット施工管理技士とは、ウォータージェット工事において、
管理技術者または主任技術者としてウォータージェット工事に関わる施工計画の作成ならび
に施工現場における工程管理・安全管理などの管理業務に必要な知識・技術を有し、ウォー
タージェット工事に関する指導的役割を担える水準に達している者とします。 
 

(２) 資格取得条件 
管理技士として認定されるためには、資格認定試験に合格し、登録することが必要です。

また、受験にあたって申込時に下記の条件を満たす必要があります。 
 
① 日本ウォータージェット施工協会の会員会社に従事する者 
② 日本ウォータージェット施工協会が実施する「ウォータージェット作業に関する安全講

習およびハンドガン安全操作試験」にて安全講習を受講済の者 
＊安全講習のみ受講済みであれば受験可能です。 

③ ウォータージェット工事の実務経験者 
＊「様式２ 実務経験書」の提出を以って証明とします。 
 
注）受験者の年齢・学歴・国籍は問いませんが、出題ならびに解答は日本語に限ります。 

 
(３) カードの有効期間 

資格の有効期間は、資格認定を受けた日から５年間です。 
＊資格失効期限はありませんが、カード更新の時期になりましたら、対象者へ事務局よりお
知らせを致します。 
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２. 資格取得までの流れ 
 管理技士は資格認定試験に合格する必要があります。試験合格者は、資格登録申請書を認定委員
会に提出し、申請書が適切であれば、資格認定証を交付します。 
 資格認定試験は、基礎知識試験（正誤問題）と応用試験（計算・記述問題）による筆記試験です。 
 
受験スケジュールは以下の通りです。 
 

 
 
 

受験申込み 
2022 年 11月 15日～12月 15 日 

申 込 書：様式１ 
実務経験書：様式２ 
ハンドガン操作技能講習会終了証（写し）
もしくはハンドガン試験合格証の写し 

 ↓  
 
 
 

受験票配布 
2023 年 1 月 16 日～2月 15 日  

 ↓  
 
 
 

筆記試験 
2023 年 3 月 18 日  

 ↓  
 

 合否判定  
 

 ↓  
 
 
 

資格試験 合格発表 
2023 年 4 月下旬  

 ↓  
 

 資格登録申請  
 

 ↓  
 
 
 

資格認定証の発送 
2023 年 6 月上旬  

   
※新型コロナウイルス感染の状況により変更になる場合があります。 
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３. 受験申込期間および申込方法 
① 受付期間   ２０２２年１１月１５日（火）から１２月１５日（木）まで 

 
② 申込方法   １）受験の申込みは、受験者ごとに行ってください。 

２）受験申込書（様式１）に必要事項を記入し、受験者の顔写真を貼付のうえ、
実務経験書（様式２）およびハンドガン操作技能講習会終了証（写し）もしく
はハンドガン試験合格証（写し）を下記の申込先へ簡易書留・レーターパック
等の追跡可能な郵便で送付ください。（当日消印有効） 
 

③ 申込先   〒１０１―００４４ 東京都千代田区鍛冶町１－４－７ 第二彦田ビル３階 
  日本ウォータージェット施工協会 資格認定事務局 
 

④ 受験料   １５，０００円（税込） 
※試験合格者は、別途資格登録料の４，５００円が必要となります。 
※振込手数料は振込人負担です。払込請求書と受領書を領収書として利用くださ
い。日本ウォータージェット施工協会から領収書の発行は致しません。 
振込後に受験を取りやめた場合は、受験料の返金は致しません。また、次回受験
料への充当も致しません。予めご了承ください。 
 

⑤ 定員   ５０名とし、定員に達し次第申込みを締切ります。 
  ※一社で複数名のお申込みの場合は人数を調整させて頂く可能性がございます。 

 
⑥ 受験票等の発送 

  申込み完了後、受験のご案内を送付致します。 
  案内には受験料と振込先、振込み期日が記載されていますので、案内に従い期日 

までに必ず振込みを行ってください。振込みを確認したのち、受験票をお送りし 
ます。受験料の振込みがない場合には受験できません。予めご了承ください。 
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４. 資格認定試験 
① 試験日時 ２０２３年３月１８日（土） 

受付   １２：１５～１３：００ 
注意事項説明 １３：００～１３：２０ 
筆記試験 １３：２０～１６：１５ 
 

② 試験会場 野村コンファレンスプラザ新宿 
 住所：東京都新宿区西新宿１－２６－２ 新宿野村ビル２階 

 
③ 試験内容 

試験内容 
基礎知識試験 
（正誤問題） 

ウォータージェット施工の各種管理を行う上で必要と
なる機器、施工、安全などに関わる基本的な知識 

40分 

休憩 
応用試験 

（計算・記述問題） 
与えられた施工条件に対し、ウォータージェット施工
の計画を行う上での知識 

90分 

※諸事情により変更になる場合があります 

◆ 出題は「ウォータージェット工法 計画・施工の手引き（２０２２年３月）」に準じます。 
 

④ 試験当日の持参物 
・受験票 ・筆記用具 ・ウォータージェット工法 計画･施工の手引き（２０２２年３月） 

  



- 5 - 
 

５. 筆記試験における注意点 
(１) コロナ感染対策に関する別紙の資料を確認してから、参加してください。 
(２) 筆記試験当日は受付時間内に来場し、受験番号によって指定された席に着いて、受験票を机

の上に置いてください。なお、試験開始時間を超過すると、受験できなくなりますので、遅
れずに来場してください。公共交通機関の遅延等やむをえない事情により遅れる場合は、緊
急時連絡先まで、ご連絡ください。 

(３) 豪雨、台風など緊急時の対応については、ホームページ（http://www.jacon.jp/）にてお知ら
せします。 

(４) 受験票を紛失または忘れた方は、受験できませんのでご注意ください。 
(５) 試験会場内では係員の指示に従ってください。 
(６) 会場内は禁煙です。会場内での飲食も禁止します。喫煙は、指定の場所で行ってください。 
(７) 会場内では、携帯電話の電源を切ってください。 
(８) 新型コロナウイルスの感染の状況により、日程や会場、開催方法等が変更になる場合があり

ます。変更する場合の対応についてはホームページにてお知らせします。 
 

６. 合格者の発表 
２０２３年４月下旬ごろに協会ホームページ（http://www.ja-con-hp.com/）に合格者の受験番号

を掲示します。 
すべての受験者に所属企業等を通して合否を通知します。その際、試験項目ごとの合否（基礎知

識試験・応用試験）も通知します。ただし、資格取得のためには２つの項目の合格（試験合格）が
必要です。各項目の試験の結果が次年度以降の試験に反映されることはありません。 
試験合格者には登録申請書を同封します。 
 

７. 認定証の登録 
 試験合格者には登録申請書を送付します。登録申請書に必要事項を記入し、指定された期間内に
資格認定事務局に提出ください。登録申請書が適切であれば、資格認定証及びヘルメット貼り付け
用の資格保有明示シールを後日送付します。 
 

８. 個人情報に関する取扱い 
 日本ウォータージェット施工協会は、受験申込みに際して受験申請書に記載された個人情報につ
いて、資格認定に関する事務ならびに認定者に対するお知らせや情報収集などの目的に限り使用し
ます。ただし、法令により開示しなければならない場合は、個人情報を開示します。 
 

９. 問合せ先 
日本ウォータージェット施工協会 資格認定事務局 
E-mail：gishi@ja-con-hp.com 
電話：０３－３２５６－４０６８（平日１０：００～１７：００） 
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新型コロナウイルス感染拡大防止について 
 

試験の際には、以下の内容を必ずご確認ください。 
日本ウォータージェット施工協会 

 
１. 受験の前に下記の項目に該当がある場合は、参加をご遠慮ください。 

 ２週間以内に、３７℃以上の発熱があった 
 ２週間以内に海外渡航歴がある 
 咳、のどの痛みなどの風邪の症状がある 
 倦怠感･怠さ･息苦しさを感じている 
 味覚や嗅覚の異常を感じている 
 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触者 
 同居家族や身近な知人の感染が疑われる方 

 
２. 受験時の注意点 

 飛沫防止対策としてのマスクの持参及び会場内でのマスクの着用をお願いします 
 試験の途中休憩の際にも、手指の消毒、うがいや石けんで手指を丁寧に洗うなど行ってください 
 試験の途中であっても、体調を崩していると見受けられる方には、受験をお断りし退室していた
だく場合が御座います 
 試験会場への入室の際には、会場に設置するアルコール消毒液により、手指等の消毒をお願いし
ます 
 

３. 受験後 
 試験受験後、２週間以内に感染症状が発生した場合には、日本ウォータージェット施工協会まで
連絡ください 
 

４. その他 
 新型コロナウイルス感染症の症状のため受験を自粛した方に対しては、来年度の受験への振替を
行います。（医師の診断書の提出が必要） 
 
上記の取り扱いを変更する場合は、当ホームページでご案内させていただきます。 
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、上記についてご理解・ご協力をお願い申し上げ
ます。 




